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（
七
〇
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第

十

部
）

第
二
百
八
回

国
　
　
　
会

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会
会
議
録
第
四
号

令
和
四
年
三
月
二
十
四
日（
木
曜
日
）

　
　
　
午
前
十
時
開
会

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
　
委
員
の
異
動

　
三
月
十
六
日

　
　
　
　
辞
任
　
　
　
　
　
　
　
　
　
補
欠
選
任

　
　
　
　
　
長
峯
　
　
誠
君
　
　
　
　
　
堀
井
　
　
巌
君

　
三
月
十
七
日

　
　
　
　
辞
任
　
　
　
　
　
　
　
　
　
補
欠
選
任

　
　
　
　
　
堀
井
　
　
巌
君
　
　
　
　
　
長
峯
　
　
誠
君

　
三
月
十
八
日

　
　
　
　
辞
任
　
　
　
　
　
　
　
　
　
補
欠
選
任

　
　
　
　
　
朝
日
健
太
郎
君
　
　
　
　
　
藤
川
　
政
人
君

　
三
月
二
十
二
日

　
　
　
　
辞
任
　
　
　
　
　
　
　
　
　
補
欠
選
任

　
　
　
　
　
藤
川
　
政
人
君
　
　
　
　
　
朝
日
健
太
郎
君

　
三
月
二
十
三
日

　
　
　
　
辞
任
　
　
　
　
　
　
　
　
　
補
欠
選
任

　
　
　
　
　
白
　
　
眞
勲
君
　
　
　
　
　
岸
　
真
紀
子
君

　
　
　
　
　
榛
葉
賀
津
也
君
　
　
　
　
　
芳
賀
　
道
也
君

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
出
席
者
は
左
の
と
お
り
。

　
　
　
　
委
員
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
　
嘉
隆
君

　
　
　
　
理
　
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
足
立
　
敏
之
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
野
　

正
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
浜
　
博
行
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塩
田
　
博
昭
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浜
口
　
　
誠
君

　
　
　
　
委
　
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
青
木
　
一
彦
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
朝
日
健
太
郎
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
や
り
隆
史
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
信
秋
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鶴
保
　
庸
介
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
峯
　
　
誠
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
野
た
か
お
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
増
子
　
輝
彦
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渡
辺
　
猛
之
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岸
　
真
紀
子
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
田
　
国
義
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
孝
江
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
内
　
真
二
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
芳
賀
　
道
也
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浜
野
　
喜
史
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
室
井
　
邦
彦
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
田
　
良
介
君

　
　
　
国
務
大
臣

　
　
　
　
　
　
　
国
土
交
通
大
臣
　
　
　
斉
藤
　
鉄
夫
君

　
　
　
副
大
臣

　
　
　
　
　
　
　
国
土
交
通
副
大
臣
　
　
渡
辺
　
猛
之
君

　
　
　
事
務
局
側

　
　
　
　
　
　
　
常
任
委
員
会
専
門

　
　
　
　
　
　
　
員
　
　
　
　
　
　
　
　
清
野
　
和
彦
君

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　
　
本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

○
令
和
九
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
園
芸
博
覧
会
の
準
備
及

　
び
運
営
の
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
案

　（
内
閣
提
出
、
衆
議
院
送
付
）

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
委
員
長（

藤
嘉
隆
君
）　
た
だ
い
ま
か
ら
国
土
交
通
委

員
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。

　
委
員
の
異
動
に
つ
い
て
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
昨
日
ま
で
に
、
榛
葉
賀
津
也
君
及
び
白
眞
勲
君
が
委
員

を
辞
任
さ
れ
、
そ
の
補
欠
と
し
て
芳
賀
道
也
君
及
び
岸
真

紀
子
君
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

○
委
員
長（

藤
嘉
隆
君
）　
令
和
九
年
に
開
催
さ
れ
る
国

際
園
芸
博
覧
会
の
準
備
及
び
運
営
の
た
め
に
必
要
な
特
別

措
置
に
関
す
る
法
律
案
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

　
政
府
か
ら
趣
旨
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
す
。
斉
藤
国
土

交
通
大
臣
。

○
国
務
大
臣（
斉
藤
鉄
夫
君
）　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま

し
た
令
和
九
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
園
芸
博
覧
会
の
準
備

及
び
運
営
の
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
案

の
提
案
理
由
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

　
令
和
九
年
に
神
奈
川
県
横
浜
市
で
開
催
さ
れ
る
国
際
園

芸
博
覧
会
は
、「
幸
せ
を
創
る
明
日
の
風
景
」を
テ
ー
マ
と

し
て
掲
げ
、
花
や
緑
と
の
関
わ
り
を
通
じ
、
自
然
と
共
生

し
た
持
続
可
能
で
幸
福
感
が
深
ま
る
社
会
を
創
造
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
重
要
な
意

義
を
有
し
、
国
民
的
な
大
事
業
で
あ
る
博
覧
会
の
開
催
に

向
け
て
、
円
滑
な
準
備
及
び
運
営
の
た
め
の
体
制
を
早
急

に
整
え
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
博
覧
会
の
準
備
及
び
運
営
を
開
催
主

体
と
し
て
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
法
人
を

国
際
園
芸
博
覧
会
協
会
に
指
定
す
る
と
と
も
に
、
資
金

面
、
人
材
面
で
の
支
援
を
始
め
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
、
こ
の
度
こ
の
法
律
案
を
提
案

す
る
こ
と
と
し
た
次
第
で
す
。

　
次
に
、
こ
の
法
律
案
の
概
要
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申

し
上
げ
ま
す
。

　
第
一
に
、
博
覧
会
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と

が
で
き
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
を
国
際
園

芸
博
覧
会
協
会
と
し
て
指
定
し
、
監
督
上
必
要
な
命
令
等

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
第
二
に
、
国
際
園
芸
博
覧
会
協
会
に
対
し
、
博
覧
会
の

準
備
又
は
運
営
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
予
算
の
範
囲

内
に
お
い
て
、
そ
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
第
三
に
、
国
際
園
芸
博
覧
会
協
会
が
博
覧
会
の
準
備
又

は
運
営
の
た
め
に
使
用
す
る
施
設
の
用
に
供
さ
れ
る
国
有

財
産
を
、
国
際
園
芸
博
覧
会
協
会
に
対
し
、
無
償
で
使
用

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
第
四
に
、
寄
附
金
付
郵
便
葉
書
等
に
つ
い
て
、
国
際
園

芸
博
覧
会
協
会
が
調
達
す
る
博
覧
会
の
準
備
及
び
運
営
に

必
要
な
資
金
に
充
て
る
こ
と
を
寄
附
目
的
と
し
て
発
行
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
第
五
に
、
博
覧
会
の
準
備
及
び
運
営
を
支
援
す
る
た

め
、
国
際
園
芸
博
覧
会
協
会
の
要
請
に
応
じ
て
国
際
園
芸

博
覧
会
協
会
に
国
の
職
員
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
そ
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
に
関
連
い
た
し
ま
し
て
、
所
要
の

規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
以
上
が
こ
の
法
律
案
を
提
案
す
る
理
由
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
法
律
案
が
速
や
か
に
成
立
い
た
し
ま
す
よ
う
、
御

審
議
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
委
員
長（

藤
嘉
隆
君
）　
以
上
で
趣
旨
説
明
の
聴
取
は

終
わ
り
ま
し
た
。

　
本
案
に
対
す
る
質
疑
は
後
日
に
譲
る
こ
と
と
し
、
本
日

は
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
午
前
十
時
三
分
散
会

　
　
　
　
　
─
─
─
─
・
─
─
─
─

三
月
二
十
三
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

　
一
、
令
和
九
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
園
芸
博
覧
会
の
準

　
　
備
及
び
運
営
の
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
に
関
す
る

　
　
法
律
案

　
　
　
　
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

第
十
部
　
　
国
土
交
通
委
員
会
会
議
録
第
四
号
　
令
和
四
年
三
月
二
十
四
日
　【
参
議
院
】



二

第
十
部
　
　
国
土
交
通
委
員
会
会
議
録
第
四
号
　
令
和
四
年
三
月
二
十
四
日
　【
参
議
院
】



三

第
十
部
　
　
国
土
交
通
委
員
会
会
議
録
第
四
号
　
令
和
四
年
三
月
二
十
四
日
　【
参
議
院
】



四

第
十
部
　
　
国
土
交
通
委
員
会
会
議
録
第
四
号
　
令
和
四
年
三
月
二
十
四
日
　【
参
議
院
】



五

第
十
部
　
　
国
土
交
通
委
員
会
会
議
録
第
四
号
　
令
和
四
年
三
月
二
十
四
日
　【
参
議
院
】



六

第
十
部
　
　
国
土
交
通
委
員
会
会
議
録
第
四
号
　
令
和
四
年
三
月
二
十
四
日
　【
参
議
院
】

令
和
四
年
六
月
六
日
作
成
　
参
議
院
事
務
局
　
作
成
者
　
第
一
法
規
株
式
会
社


